
ふるさとくまもと応援寄附金（ＮＰＯ等支援分）に係る返礼品贈呈業務（ ＮＰＯ等名称 分） 

委託契約書 

 

委託者 熊本県（以下「甲」という。）と受託者 特定非営利活動法人○○○○（以下「乙」という。）と

は、ふるさとくまもと応援寄附金（ＮＰＯ等支援分）」に係る返礼品贈呈業務について、次のとおり委託契

約を締結する。 

（総則） 

第１条 甲は、別表の返礼品の贈呈業務（以下「業務」という。）を乙に委託し、乙は、これを受託する。 

（業務内容） 

第２条 前条の規定により甲が乙に委託する業務の内容は、甲が乙に提供する「返礼品贈呈リスト」に基づく

次の業務とする。 

 (1) 返礼品の調達、梱包（甲が指定するお礼状を同梱すること） 

 (2) 発送伝票等の作成（差出人は「ふるさとくまもと応援寄附金 熊本県知事 蒲島郁夫」とすること 

 (3) 返礼品の発送、発送管理（原則として、「返礼品贈呈リスト」の受領から１か月以内に完了すること） 

 (4) 返礼品に関する寄附者からの問い合わせ等対応 

（委託期間） 

第３条 業務の委託期間（ 以下「委託期間」という。）は、契約締結の日から令和５年３月３１日までとする。 

（契約保証金）   ★免除する場合あり（第12条第3項関係） 

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付けない。 

３ 第１項の契約保証金は、第８条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

４ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を甲に帰属させることが

できる。 

５ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行したときに第１項の契約保証金を還付するものとする。  

（権利義務の譲渡等） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又は義務を第三者に引き受けさせてはならない。

ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第６条 乙は、業務の実施を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書

による承諾を得たときは、この限りでない。 

（仕様について） 

第７条 甲は、返礼品の内容について、やむを得ず変更が生じる場合には、乙と協議の上、変更することがで

きる。この場合、既に寄附申込が行われている寄附者への変更連絡は、乙が実施する。 

２ 甲は、乙の実施した業務が仕様書に適合していないと認めたときは、乙に対し、業務の補正を命ずること

ができる。この場合において、当該補正に要する費用は、乙の負担とする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は、業務の実施に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

ただし、乙の責めに帰することができない事由によって当該損害が生じた場合は、この限りではない。 

（成果品の発送） 

第９条 甲は、必要の都度、返礼品の発送について、次に掲げる事項を「返礼品贈呈リスト」にまとめ、乙に



通知するものとする。 

(1) 品名及び数量 

 (2) 贈呈先住所・氏名・電話番号 

２ 乙は、前項の規定による甲の通知を受理したときは、遅滞なく返礼品を発送し、発送が完了したときは、

業務完了報告書を甲に提出するものとする。 

（委託料の支払） 

第 10 条 甲は、乙が通知した返礼品について、別表に定めるそれぞれの単価を乗じて得た額の合計額を乙に

支払うものとする。 

２ 乙は、前条第２項の規定による業務完了報告書を提出し、甲の検査に合格したときは、遅滞なく前項に規

定する額を請求額とした支払請求書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、前項の支払請求書が正当であると認めたときは、その書類を受理した日から３０日を経過する日ま

でに当該支払請求額を乙に支払わなければならない。 

（遅延利息） 

第 11 条 甲は、委託料を前条第３項に規定する期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払

をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１

項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を乙に支払わなければならない。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その

額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 

（甲の解除権） 

第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、乙が履行期限内にこの契約の全部若しくは一部を履行し 

ないとき、又は履行の見込みがないことが明らかになったとき。 

(2) 乙が契約の解除を申し出たとき。 

(3) 乙の業務が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 

(4) 乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したとき。 

(5) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。 

ア 乙が熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下この号において「条例」という。）

第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。 

イ  乙の役員又は使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める使用人をいう。以下この

号において同じ。）が乙若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的と

して暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下この号に

おいて「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）の威力を利

用したと認められるとき。 

ウ  乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すること

となることを知りながら法第２条第６号に規定する暴力団員に対し金品その他の財産上の利益を供与

したと認められるとき。 

２ 前項の規定によるこの契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じるものとする。 

３ （★第４条の契約保証金の納付を要しない場合に規定）乙は、第１項の規定によりこの契約を解除された

ときは、別紙１年間予定数量に定める発送予定数量からこの契約を解除する日の前日までに納品があった数

量を差し引いた数量に、物品ごとの委託単価を乗じて得た額の合計額の 100 分の 10 に相当する額を違約金



として甲に支払うものとする。 

４ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 

（談合その他不正行為による甲の解除権） 

第 13 条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置 

命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第１項の規定する納付命令を行い、 

当該納付命令が確定したとき。 

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対する刑法（明治40年法律第45号）第 

96条の６又は第198条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 

（賠償の予約） 

第14条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償

金として、別紙１年間予定数量に定める発送予定数量からこの契約を解除する日の前日までに納品があった

数量を差し引いた数量に、物品ごとの委託単価を乗じて得た額の合計額の 100 分の 20 に相当する金額を支

払わなければならない。契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、前条第１項第３号のうち、乙に対

する刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額及び第 13 条第３項に規定する違約

金の合計額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

（秘密の保持） 

第 15 条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後

も、同様とする。 

（個人情報の保護） 

第16条 乙は、この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱

特記事項」を守らなければならない。 

（従業者の事故） 

第17条 業務の実施に関して生じた乙の従業者の事故については、甲は、その責めを負わないものとする。 

（報告及び調査） 

第 18 条 甲は、委託期間中及び委託期間の終了後において必要と認める場合は、乙に対しこの契約に関し必

要な報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることがで

きる。 

２ 乙は、甲が前項の規定により報告を求め、又は調査を行うときは、これに応じるものとする。 

（疑義等の解決） 

第19条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上、解

決するものとする。 

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を所持する。 

 



  令和  年  月  日 

 

                           甲  熊本県 

                   代表者 熊本県知事  蒲 島 郁 夫  印 

 

乙  住所 

   法人名 

    代表者職氏名               印 

 

 

別表 

 

１ 返礼品 

返礼品名称 返礼品の内容 単価（うち消費税額） 送付方法 

【例】ペア宿泊券 乙が管理する宿泊施設「△△」の宿泊ペアチ

ケット（１泊食事なし、星空観察会参加券つ

き） 

期間：令和〇年11月1日から12月31日ま

で 

7,000円（636円） 定型内郵便 

簡易書留 

【例】ＮＰＯ法人□

□□特製ハムセット 

乙の作業所で加工するロースハム（500g）2

本セット 

2,600円（236円） 宅配便・ 

クール便 

 

２ 送料単価 

 

★簡易書留・定型内郵便の場合 

  404円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

★宅配便・80サイズの場合 

(1) 常温便（カッコ内：うち消費税及び地方消費税の額） 

送付先 送料 送付先 送料 送付先 送料 

北海道 2,250円（204円） 中部 ※２ 1,370円（124円） 四国 1,260円（114円） 

東北 1,810円（164円） 関西 1,260円（114円） 九州 1,150円（104円） 

関東 ※１ 1,590円（144円） 中国 1,150円（104円） 沖縄 1,810円（164円） 

  ※１ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県、新潟県、長野県 

  ※２ 富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県  

(2) クール便 

   上記常温便の送料に220円（うち消費税及び地方消費税の額20円）を加算      

 

  



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

う。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益

を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するため

に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

 （適正管理） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他

個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第５ 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所を明確に

し、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 

 

（従事者の特定等） 

第６ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、責任区分等を明確にし、特定さ

れた従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようしなければならない。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報

を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲

の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第９ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を

除き、第三者にその処理を委託してはならない。 



乙は、甲の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保

護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 

 

 （資料等の返還等） 

第10 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集若しくは作成した

個人情報が記録された資料・電子媒体等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ま

た、乙が管理する機器等に記録された電子情報については、適正に消去・廃棄した旨の報告を書面で提出

するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

 （従事者への周知） 

第11 乙は、この契約による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知

ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこ

とその他個人情報の保護に関し必要な事項及び熊本県個人情報保護条例（平成12年熊本県条例第66号）

第44条又は第45条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。 

 

 （指示・報告） 

第12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して

必要な指示を行い、又は本特記事項の遵守状況等、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることが

できるものとする。 

 

 （実地調査） 

第13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報

の状況について随時実地に調査することができる。 

 

 （事故報告） 

第14 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報

告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第15 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をするこ

とができるものとする。 


